
 

平成１８年３月３１日 

 

 

平成１７年度総合評価（行政相談）の結果 

 

 

総務省においては、平成１４年度から行政機関が行う政策の評価に関す

る法律（平成１３年法律第８６号）に基づいて政策評価に取り組んでいる

ところです。 

今般、「総務省が平成１７年度に行う事後評価及び施策の実施状況の検証の実

施に関する計画」（平成１７年３月３０日総務省訓令第１２号）に基づき、

行政相談に関して総合評価方式（注）による評価を実施し、その結果をと

りまとめましたので、公表します。 

 

（注） 総合評価方式とは、政策の決定から一定期間を経過した後に、特定

のテーマについて様々な角度から掘り下げて分析し、政策に係る問題

点を把握するとともにその原因を分析するなど総合的に評価する方式

です。 

総務省では、平成１５年度に「総務省の政策の協働促進」を対象に

評価を行っており、今回の行政相談に関する総合評価は２回目のもの

となります。 

 

（別添資料） 

 「平成１７年度総合評価書要旨（行政相談に関する総合評価結果要旨）」 

 「平成１７年度総合評価書（行政相談に関する総合評価結果）」 

 

（参考）総務省が平成１７年度に行う事後評価及び施策の実施状況の検証の実施に関する計

画」（平成１７年３月３０日総務省訓令第１２号） 
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